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部
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無
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。

〔
日
時
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10
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29
日
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水
）

午
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時
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午
後
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時

　

＊
予
約
不
要
・
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談
を
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る
方
は
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接
会
場
へ

＊
相
談
内
容
の
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料
な
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が
あ
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ば
持
参
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て
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〔
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場
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階
　
会
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※
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青
山
　
☎
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２-

５
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２-
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０
６
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東京法務局　一斉「相続・遺言」説明会＆相談会　

〔日時〕１０月２４日（金）　午前１０時００分～正午（説明会）

　　　　　　　　　　　 午後１時３０分～４時３０分（相談会・各相談時間２０分）

〔会場〕説明会：東京法務局西多摩支局２階　会議室

〔相談会〕東京法務局西多摩支局相談室（東京都福生市南田園三丁目６１番地３）

〔対象〕相続登記・自筆証書遺言書保管に関心のある方

〔講師〕東京法務局職員および司法書士（東京司法書士会所属）、土地家屋調査士（東京土地家屋調査士会）

〔定員〕説明会：約２０名、相談会：約１２組　　〔費用〕無料　＊予約制

※問い合わせは、東京法務局西多摩支局　☎０４２－５５１－０３６０（ガイダンス後３番）

　または東京法務局西多摩支局窓口で事前に予約してください。（担当：登記部門総括係）

子ども・子育て支援推進事業　

　１１月は子ども・子育て支援推進事業の前期分の支払い月です。

　税金などの滞納をしていないことなど、交付要件を満たしていないと助成を受けることができませ

ん。納め忘れがないようご注意ください。また、高校生等通学定期代助成事業については請求書の提

出が必要です。＊請求書の提出期限は１０月１０日（金）まで

※お問い合わせは、子育て定住推進課（きこりん）　☎８５－２６１１

マイナンバーカードで医療証情報の確認ができます　

　マル乳・マル子・マル青医療証をお持ちの方で、健康保険証としてマイナンバーカードの利用登録

済みの方が対象となります。マイナンバーカードを提示することで、医療費助成の資格確認が可能で

す。対応している医療機関では、紙の医療証を提示しなくても、マイナンバーカードの提示で受診が

できます。（※医療機関によっては対応していない場合もありますので、ご注意ください。）

　なお、今までの紙の医療証も引き続きご利用いただけます。

※お問い合わせは、子育て定住推進課（きこりん）　☎８５－２６１１
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東京法務局　一斉「相続・遺言」説明会＆相談会　

〔日時〕１０月２４日（金）　午前１０時００分～正午（説明会）

　　　　　　　　　　　 午後１時３０分～４時３０分（相談会・各相談時間２０分）

〔会場〕説明会：東京法務局西多摩支局２階　会議室

〔相談会〕東京法務局西多摩支局相談室（東京都福生市南田園三丁目６１番地３）

〔対象〕相続登記・自筆証書遺言書保管に関心のある方

〔講師〕東京法務局職員および司法書士（東京司法書士会所属）、土地家屋調査士（東京土地家屋調査士会）

〔定員〕説明会：約２０名、相談会：約１２組　　〔費用〕無料　＊予約制

※問い合わせは、東京法務局西多摩支局　☎０４２－５５１－０３６０（ガイダンス後３番）

　または東京法務局西多摩支局窓口で事前に予約してください。（担当：登記部門総括係）

子ども・子育て支援推進事業　

　１１月は子ども・子育て支援推進事業の前期分の支払い月です。

　税金などの滞納をしていないことなど、交付要件を満たしていないと助成を受けることができませ

ん。納め忘れがないようご注意ください。また、高校生等通学定期代助成事業については請求書の提

出が必要です。＊請求書の提出期限は１０月１０日（金）まで

※お問い合わせは、子育て定住推進課（きこりん）　☎８５－２６１１

マイナンバーカードで医療証情報の確認ができます　

　マル乳・マル子・マル青医療証をお持ちの方で、健康保険証としてマイナンバーカードの利用登録

済みの方が対象となります。マイナンバーカードを提示することで、医療費助成の資格確認が可能で

す。対応している医療機関では、紙の医療証を提示しなくても、マイナンバーカードの提示で受診が

できます。（※医療機関によっては対応していない場合もありますので、ご注意ください。）

　なお、今までの紙の医療証も引き続きご利用いただけます。

※お問い合わせは、子育て定住推進課（きこりん）　☎８５－２６１１
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